
令和４年度決算における十和田市の健全化判断比率 

及び公営企業の資金不足比率の公表について 

 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（以下、「財政健全化法」）に基づき、令和４年

度の健全化判断比率と公営企業の資金不足比率を算出しましたので公表します。 

 

 

健全化判断比率は、４指標とも国の定める早期健全化基準未満になりました。４指標の比

率は、次のとおりです。 

☆ 健全化判断比率 

実質赤字比率   

（％） 

連結実質赤字比率

（％） 

実質公債費比率 

（％） 

将来負担比率 

（％） 

- 

（12.58） 

<20.00> 

- 

（17.58） 

<30.00> 

8.6 

（25.0） 

<35.0> 

29.6 

（350.0） 

- 

1. 実質赤字比率及び連結実質赤字比率並びに将来負担比率の欄の「-」は、実質赤字額及び

連結実質赤字額並びに将来負担すべき実質的な負債がないことを表します。 

2.（ ）内の数値は、十和田市における早期健全化基準を表します。 

3. < > 内の数値は、十和田市における財政再生基準を表します。 

 

 

資金不足比率においては、各会計とも国の定める経営健全化基準未満となり、全ての会計

において資金不足は発生しませんでした。公営企業会計ごとの資金不足比率は、次のとおり

です。 

☆ 資金不足比率 

公営企業会計の名称  資金不足比率（％） 

水 道 事 業 会 計  - （20.0） 

下 水 道 事 業 会 計  - （20.0） 

病 院 事 業 会 計  - （20.0） 

温 泉 事 業 特 別 会 計  - （20.0） 

1. 資金不足比率の欄の「-」は、資金の不足額がないことを表します。 

2. （ ）内の数値は、経営健全化基準を表します。 



　地方公共団体の財政の健全化に関する法律（財政健全化法）に基づき、令和４年度財政健全化判断

比率及び公営企業の資金不足比率を算出した。なお、算出された比率の小数点以下の取扱いについて

は、国の基準に基づき処理をしている。

（参考） （千円）

【早期健全化基準について】

（千円）

【経営健全化基準について】

　（　）内の数値は、経営健全化基準である。資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は、外部

監査を踏まえた経営健全化計画を議会の議決を経て定め、速やかに公表するとともに、総務大臣・県知事

へ報告し、毎年度、その実施状況を議会に報告し、公表しなければならない。

　資金不足比率の経営健全化基準は全国の市町村共通の比率である。

温泉事業特別会計 －%(20.0%) －%(20.0%) 温泉事業会計 1,321 1,299

病院事業会計 －%(20.0%) －%(20.0%) 病院事業会計 582,122 342,986

下水道事業会計 －%(20.0%) －%(20.0%) 下水道事業会計 213,944 205,385

水道事業会計 －%(20.0%) －%(20.0%) 水道事業会計 1,987,985 1,622,840

　（　）内の数値は、早期健全化基準である。４つの健全化判断比率のうち、いずれかがこの早期健全化

基準以上となった場合は、外部監査を踏まえた財政健全化計画を議会の議決を経て定め、速やかに公表す

るとともに、総務大臣・県知事へ報告し、毎年度、その実施状況を議会に報告し、公表しなければならな

い。

　①実質赤字比率と②連結実質赤字比率の早期健全化基準は市町村の財政規模に応じ定められ、③実質公

債費比率と④将来負担比率の早期健全化基準は全国の市町村共通の比率である。

会計名
⑤資金不足比率

（参考）資金剰余額

令和４年度 令和３年度 令和４年度 令和３年度

③実質公債費比率 8.6%( 25.0%) 7.8%( 25.0%)

④将来負担比率 29.6%(350.0%) 20.5%(350.0%)

②連結実質赤字比率 －%(17.58%) －%(17.55%)

令和４年度健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率

比率名
健全化判断比率

令和４年度 令和３年度 令和４年度 令和３年度

連結実質黒字額 4,790,896 4,551,287

①実質赤字比率 －%(12.58%) －%(12.55%) 実質黒字額 1,556,865 2,104,063



《補足説明》
①実質赤字比率

　

　（参考）

・実質黒字額（一般会計等） 千円 千円

・標準財政規模 千円 千円

・実質黒字比率

【用語の説明】

注２）実質赤字額とは、繰上充用額＋支払繰延額＋事業繰越額をいう。

　 　・繰上充用額＝歳入不足のため、翌年度の歳入を繰り上げて充用した場合の額

　・支払繰延額＝実質上、歳入不足のため、支払を翌年度に繰り延べた額

　・事業繰越額＝実質上、歳入不足のため、事業を繰り越した額

8.51% 11.18%

注１）一般会計等とは、国民健康保険事業、後期高齢者医療、介護保険事業等の特別会計及び
　　　公営企業（地方公営企業法又は地方財政法施行令第46条の事業をいう。）以外の会計を
　　　いう。（※本市では一般会計のみとなり、温泉事業については、ここでは公営企業扱い
　　　となる。）

　※なお、支払繰延額及び事業繰越額は、ともに歳入が不足することに起因して故意に支
　　払や事業を繰り越すものであり、通常は行われない。

注３）標準財政規模とは、標準的に収入しうる経常の一般財源（標準税収入＋普通交付税＋地
　　　方譲与税＋交通安全対策特別交付金＋臨時財政対策債発行可能額）をいう。

令和４年度 令和３年度

1,556,865 2,104,063

18,294,300 18,811,730

「実質赤字比率」とは、一般会計等（注１）の実質的な赤字の度合いを指標化したもので、一般会計
等の実質赤字額（注２）を標準財政規模（注３）で除したもので算出される。この比率が高くなるほ
ど、一般会計等の財政状況が悪化していることとなり、一般会計等の健全化に向けた厳しい取組が必
要となる。

　この比率は、
実質赤字額 で算出され、本市では実質収支が黒字のた

め、「－」％で表示している。標準財政規模



②連結実質赤字比率

　

　（参考）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

【用語の説明】

・連結実質黒字比率 26.18% 24.19%

注４）連結実質赤字額とは、「一般会計及び公営企業以外の特別会計にあっては各会計ごとの
　　　実質赤字又は実質黒字」、「公営企業にあっては各会計ごとの資金の不足額又は資金の
　　　剰余額（注５）」をすべて合算し、その額が負となった場合の額をいう。

注５）資金の不足額（剰余額）とは、公営企業において一般会計等の実質赤字（黒字）に相当
　　　するもので、地方公営企業法の適用を受ける会計及び適用を受けない会計で、それぞれ
　　　次のように算出される。（正の値のときは不足額、負の値のときは剰余額）
　　　・法適用企業＝流動負債＋建設改良費以外の地方債の現在高－流動資産
　　　・法非適用企業＝実質赤字額＋建設改良費以外の地方債の現在高
　　　※不足額が生じ、解消可能資金不足額（注６）がある場合は、解消可能資金不足額が不
　　　　足額から控除されるが、控除額の方が大きい場合は算定上のルールとして０千円とな
　　　　る。

注６）解消可能資金不足額とは、事業の性質上、事業開始後一定期間、構造的に資金の不足額
　　　が生じる等の事情がある場合において、資金の不足額から控除する一定の額をいう。

　　温泉事業特別会計の資金の剰余額 1,321 1,299

・標準財政規模 18,294,300 18,811,730

　　下水道事業会計の資金の剰余額 213,944 205,385

　　病院事業会計の資金の剰余額 582,122 342,986

　　介護保険事業特別会計の実質の黒字額 284,470 92,492

　　水道事業会計の資金の剰余額 1,987,985 1,622,840

　　国民健康保険事業特別会計の実質の黒字額 139,241 159,508

　　後期高齢者医療特別会計の実質の黒字額 24,948 22,714

・連結実質黒字額 4,790,896 4,551,287

　　一般会計等の実質の黒字額 1,556,865 2,104,063

　この比率は、
連結実質赤字額 で算出され、本市では連結実質収支が黒字の

ため、「－」％で表示している。標準財政規模

令和４年度 令和３年度

「連結実質赤字比率」とは、その団体の全会計を合わせた実質的な赤字の度合いを指標化したもの
で、公営企業会計等を含めた全部の会計を合算（連結）して得た連結実質赤字額（注４）を標準財政
規模で除したもので算出される。この比率が高くなるほど、多額の赤字が発生している会計があると
いうこととなり、市全体での財政健全化に向けた厳しい取組が必要となる。（赤字の原因となってい
る会計のみでの健全化が難しい場合は、他の健全な会計にも影響を及ぼすこととなり、市全体での取
組が必要となる。）



③実質公債費比率

　

　

（参考）

令和元年度

・元利償還金 千円

・特定財源 千円

・準元利償還金 千円

・算入公債費等の額 千円

・標準財政規模 千円

・単年度実質公債費比率

令和２年度

・元利償還金 千円

・特定財源 千円

・準元利償還金 千円

・算入公債費等の額 千円

・標準財政規模 千円

・単年度実質公債費比率

令和３年度

・元利償還金 千円

・特定財源 千円

・準元利償還金 千円

・算入公債費等の額 千円

・標準財政規模 千円

・単年度実質公債費比率

令和４年度

・元利償還金 千円

・特定財源 千円

・準元利償還金 千円

・算入公債費等の額 千円

・標準財政規模 千円

・単年度実質公債費比率

【用語の説明】

注７）準元利償還金とは、次に示す額の合計額をいう。
　 　(1)満期一括償還地方債を30年元金均等年賦償還とした場合の１年当たりの額（本市該当
　　　  なし）
　 　(2)一般会計等からその他の会計への繰出金のうち、地方債の償還に充てたと認められる
　　　  もの
　 　(3)組合・事業団（組合等）への負担金・補助金のうち、組合等の地方債の償還に充てた
　　　  と認められるもの
　　 (4)債務負担行為に基づく支出のうち、公債費に準ずるもの
　　 (5)一時借入金の利子

注８）特定財源とは、公営住宅使用料、国からの利子補給、貸付金の財源として発行した地方
　　　債に係る貸付金の元利償還金、都市計画事業の財源として発行された地方債の償還額に
　　　充当した都市計画税等をいう。

注９）算入公債費等の額とは、地方債に係る元利償還及び準元利償還に要する経費として普通
　　　交付税の算定の際に算入される額をいう。

2,924,187

254,774

1,673,513

2,743,094

18,294,300

10.3%

2,714,240

250,807

1,655,607

2,832,956

18,811,730

8.0%

2,710,833

253,408

1,660,195

2,945,639

18,234,083

7.7%

2,825,513

248,533

1,657,027

3,076,273

17,921,736

7.8%

「実質公債費比率」とは、その団体が義務を負うべきすべての借入金の返済額の度合いを３か年平均
で指標化したもので、借入金の返済額及びこれに準ずる額の大きさを標準財政規模等で除したもので
算出される。この比率が高くなるほど、他の経費に使える財源が少なくなり、他の経費を削減して財
政運営を行わなければならず、財政健全化へ向けた厳しい取組が必要となる。

(元利償還金＋準元利償還金(注７))
　 　－ (特定財源(注８)＋算入公債費等の額(注９))

　この比率は、 の３か年平均で算出され、本
市は8.6％となる。標準財政規模 － 算入公債費等の額



④将来負担比率

（参考）

　・将来負担額 千円 千円

　 　地方債の現在高 千円 千円

　債務負担行為に基づく支出予定額 千円 千円

　公営企業債等繰入見込額 千円 千円

　組合負担等見込額 千円 千円

　退職手当負担見込額 千円 千円

　設立法人の負債額等負担見込額 千円 千円

　連結実質赤字額 千円 千円

　組合等連結実質赤字額負担見込額 千円 千円

　・充当可能財源等 千円 千円

　充当可能基金 千円 千円

　特定財源の将来見込額 千円 千円

　交付税措置の将来見込額 千円 千円

　・標準財政規模 千円 千円

　・算入公債費等の額 千円 千円

　・将来負担比率

【用語の説明】

⑤公営企業の資金不足比率

　

　

注11）充当可能財源等とは、①充当可能な基金　②特定財源の将来見込額　③交付税措置の将
　　　来見込額　の合算額

「公営企業の資金不足比率」とは、公営企業会計における現金（資金）の不足額の度合いを指標化し
たもので、公営企業ごとに資金の不足額を事業規模で除したもので算定される。この比率が高くなる
ほど、経営に問題があることを表し、経営の見直しに向けた厳しい取組が必要となる。

　この比率は、
企業ごとの資金の不足額－解消可能資金不足額 で算出され、全公営企業で

生じていない。事業の規模

2,743,094 2,832,956

29.6% 20.5%

注10）将来負担額とは、次に示す額の合計額をいう。
　　 (1)一般会計等の前年度末の地方債現在高
　 　(2)債務負担行為に基づく支出予定額（地方財政法第５条各号の経費等に係るもの）
　 　(3)一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等の負担見込額
　 　(4)加入する組合等の地方債の元金償還に充てる一般会計等の負担見込額
　 　(5)退職手当支給のうち、一般会計等の負担見込額
　 　(6)公社及び損失補償している第三セクター等の負債のうち、一般会計等の負担見込額
　 　(7)連結実質赤字額
　 　(8)組合等の赤字相当額で一般会計等の負担見込額

2,363,646 2,189,503

35,153,625 36,590,434

18,294,300 18,811,730

0 0

54,273,705 57,035,420

16,756,434 18,255,483

2,158,970 2,134,731

0 0

0 0

3,261,222 3,410,000

17,058,798 17,001,091

1,826,418 1,973,008

令和４年度 令和３年度

58,891,038 60,319,891

34,585,630 35,801,061

「将来負担比率」とは、現時点で、一般会計等が将来負担すべき総額の度合いを指標化したもので、
地方公共団体の一般会計の借入金（地方債）や将来支払うことになる可能性のある負担等の見込額を
標準財政規模等で除したもので算出される。この比率が高くなるほど、将来的に財政を圧迫する可能
性が高いこととなり、財政健全化に向けた取組が必要となる。

　この比率は、
将来負担額(注10)　－　充当可能財源等(注11) で算出され、本市は29.6%とな

る。
標準財政規模　－　算入公債費等の額


